
薬局・店舗販売業（設備に関する事項） 別紙１－１

面積 建築面積 ㎡

延べ面積 ㎡

建物の構造

□　平屋　□　複数階（　　階）　　　　　　　

（薬局・店舗部）建物の　□　全部　□　一部（　　階）　

店舗の面積 全体 ㎡

うち　　医薬品売場　 ㎡

相談ｺｰﾅｰ　 ㎡

倉庫  　　 ㎡

事務室　　 ㎡

薬待ちｺｰﾅｰ ㎡ （※薬局のみ）

その他    ㎡ （調剤室を含む※薬局のみ）

換気 □　換気扇(  　　　カ所)　□　その他(　 　　　　　)

医薬品の陳列台　　　Ｗ　　本

交付場所　　　　　　Ｗ　　本

冷暗貯蔵設備

面積 ㎡

床 □　板張　□　コンクリート　□　その他（　　　　　　　　　）

天井 □　板張　□　コンクリート　□　その他（　　　　　　　　　）

給水 □　水道　□　自家水道　

給水栓数（水剤台除く）　　　　

水剤台 □　有　□　無

調剤台 ㎡ 台

㎡ 台

㎡ 台

照明器具 調剤台上　　　　Ｗ　　　　本

調剤用器具 別紙２のとおり　

排水処理 □　下水道　□　浄化槽　□　その他（　　　　　　　　）

その他 調剤室への出入り口( 　　　 ヶ所)

購入者等が進
入しない構造
の概要

調剤室（※薬局のみ）

建物全体

薬局・店舗

照明設備

□　電気冷蔵庫(　　　　　　　L)　□　その他(　　　　　　　　　)
□　冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱わない（※店舗販売業のみ選択可）

□　戸棚　□　金庫　□　その他（　　　　　　　　　）
□　毒薬を取り扱わない（※店舗販売業のみ選択可）

構造設備の概要

□　別建　□　壁（□　木造　□　コンクリート）　□　扉
□　シャッター　□　その他（　　　　　　　　　　　　　）

他の薬局又は店
舗、常時居住場
所又は不潔場所
等との区別

かぎのかかる
貯蔵設備

□　木造　□　鉄筋コンクリート　□　プレハブ　□　その他（　　　）　　　



薬局・店舗販売業（医薬品販売に関する事項） 別紙１－３

□　棚

□　鍵をかけた陳列設備

□　その他購入者等が直接手を触れられない設備（　　　　　　　　　　）

□　1.2ｍ以内の範囲に購入者等が進入できないような措置

□　鍵をかけた陳列設備

□　その他購入者等が直接手を触れられない設備（　　　　　　　　　　）

第１類陳列設備 □　棚

□　鍵をかけた陳列設備

□　その他購入者等が直接手を触れられない設備（　　　　　　　　　　）

第１類陳列区画 □　1.2ｍ以内の範囲に購入者等が進入できないような措置

□　鍵をかけた陳列設備

□　その他購入者等が直接手を触れられない設備（　　　　　　　　　　）

設置数

　要指導医薬品及び一般用医薬品の情報提供場所数 　　　　　　ヶ所

　（うち要指導医薬品及び第１類医薬品の情報提供場所数　　　　　　ヶ所）

情報提供場所の設置場所の内訳（該当場所数を記入する）

・調剤室に近接（※薬局のみ）

・要指導医薬品を陳
列する場合

・第１類医薬品を陳
列する場合

（　　　　　　　　　　　　）

一般用医薬品を販売しない時間の有無及び
陳列・交付場所を閉鎖する設備

要指導医薬品を販売しない時間の有無及び
陳列・交付場所を閉鎖する設備

・指定第２類医薬品を陳列する陳列設備から1.2ｍ以内の
範囲に購入者等が進入することができないよう必要な措
置

一般用医薬品を販売する場合

要指導医薬品を販売する場合

陳列設備

陳列区画

・要指導医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にある
こと。

情報提供設備

□　有　□　無
　□　シャッター　□　パーティション
　□　チェーン　□　その他（　　　　　　）

□　有　□　無
　□　シャッター　□　パーティション
　□　チェーン　□　その他（　　　　　　）

・２以上の階に医薬
品を通常陳列し、又
は交付する場所があ
る場合

・各階の医薬品を通常陳列し、又は交付する場所の内部

第１類医薬品を販売しない時間の有無及び
陳列・交付場所を閉鎖する設備

・第１類医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にある
こと。

・指定第２類医薬品
を陳列する場合

・指定第２類医薬品を陳列する陳列設備から７ｍ以内の
範囲にあること。

□　有　□　無
　□　シャッター　□　パーティション
　□　チェーン　□　その他（　　　　　　）

第１類医薬品を販売する場合

・かぎをかけた陳列設備に陳列


